
原子炉直下に存在していた
活断層

A-17比木断層（逆断層）の存在の露呈



御前崎地方の地殻変動

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
浜岡原発がある御前崎は，フィリピン海プレートの沈降によって西に押す力を受け続けている。



ユーラシアプレート

フィリピン海プレート

太平洋プレート

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それを図示したのがこれ。ご存じのとおり駿河湾，御前崎の東側でフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈降しながら押している（クリック）。東から西に向かって圧縮力が働いている。その影響を受けた構造が御前崎にみられる（クリック）。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
赤丸が浜岡原発。海が南にあります。海底は海底地形図が反映されていますが，皺が幾つも北北東から南南西に延びているのがおわかりだと思います。この皺は先ほどのプレートによって押されて出来たもの。




断面図

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは断面図。フィリピン海プレートがユーラシアプレートに潜り込んでいるため，御前崎周辺は，東から西方向に向けて圧縮する力を受け続けている。
これによって地形が押されて湾曲する，これを褶曲構造といいます。この褶曲によって，曲げ応力が働き断層が形成されます。
山におれる頂点（クリック）、これを背斜軸、谷に折れる頂点、（クリック）これを向斜軸といいますが、この近辺には折れ曲がる力が強く働き、（クリック）逆断層が形成されやすくなります。




逆断層

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
褶曲構造の活動による断層は基本的に逆断層。圧縮力で押されて片側はせり上がり，片方は潜り込む。



正断層

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ちなみに離れる力が働くときにできるのが正断層。これは一方が滑り落ちていって形成されます。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このことを中電自身が原子力規制委員会の新規制基準適合性審査の審査会に提出した資料で認めています。
（順次拡大）
①プレートの沈み込み方向
②水平地殻変動が起きていること
③近くの歪みで皺が形成されていること
それが数多く浜岡原発の直下並びに近くに存在しているのが示されています。




御前崎南岸にみられるリニアメント（線状地形）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
リニアメントとは直線状の地形。地質学者が断層探索の手がかりとするものです。
この航空写真でおわかりのとおり，海岸線に概ね南南西～北北東にラインができてる。これが断層が地表に露出しています。干潮時に現地に行ってきました。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここにみえている岩肌はすべて原発基礎と同じ砂泥互層（さでいごそう）。原発地下の地層と同じものが露出している。
筋状に見えるのが断層（拡大）。北北東から南南西に断層が走っている。



向斜軸

共役断層

圧縮応力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは共役（きょうやく）断層といって，左右からの力が加わって×の字型の断層が形成。向斜軸という，褶曲構造の底辺の軸のところの近辺でできる。前の写真にも実はあります。



原発

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この褶曲構造に伴って形成された北北東から南南西に走る活断層が浜岡原発周辺には幾つもあります。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
断層には海浜砂層というと上載地層が載ってます（クリック）。
これが明確にずれています（不整合）。この海浜砂層は5～6万年前のもの。これがズレているということは，活断層。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
御前崎段丘堆積物は5，6万年前。そして，褶曲構造を作った，北東・南西方向を軸とする圧縮応力による変形・変位は現在まで続く地殻変動とされています。



過小評価のための工夫

小細工

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中電が原子力規制委員会に提出した資料にはこの褶曲構造に伴う断層群を過小評価しようとするための工夫（クリック）すなわち小細工があちこちにみられる。



浜岡原発

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さきほどの原発周辺の活断層を中電はなんと説明しているか。これをリニアメントに格下げしている（クリック）。
リニアメントとは，地質学者が航空写真によって断層を疑う直線的な構造。これを手がかりに現地調査して断層か否か判断。つまり，断層と判定される前段階の構造を指す用語。
ところが，活断層と既に確定しているものを中電はリニアメントに後退させてしまっている。しかもリニアメントも薄くわかりにくい。
たとえば，浜岡直近の白浜断層と白羽断層（クリック）。どうもここにリニアメントを引いているようで，④白羽は確実度B，長さ０．１ｋｍ（クリック），⑤白浜はB，０．４ｋｍとしているが。



本当は？



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
実際にはこんなに長い



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
確実度はどう評価されているかというと（クリック）
いずれも
確実度Ⅰ（Ⅰ～Ⅲで最も確実度が高く「活断層であることが確実なもの」
長さ２．５ｋｍ




なぜ中電は，原発周辺にある褶曲構造による活
断層の存在を矮小化しようとするのか？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここで疑問が生じる。



それは浜岡原発敷地内に褶曲構造による
活断層が存在していたから



比木向斜

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
敷地周辺に存在する褶曲構造�中電が作成したこの図だけみると原発の敷地は外れているように見えるが，実際はA１７グループとはA-１７女神背斜軸とS-2比木向斜軸によって構成される褶曲構造。
S-2がどこにあるかというと，原発敷地のど真ん中。
ここでA-17グループといってS-2比木向斜軸を示していないのもかなり恣意的。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて，この褶曲構造に伴う断層群を中電はどう扱っているかというと，平成28年11月4日　第413回新規性基準適合性に係る審査会合資料。
浜岡原発左右のAー１８と御前崎台地～御前崎南方沖の褶曲群は活断層と認めた。ここで疑問。　



•右側から力が加
わっているのに，
何故，A-17を飛ば
してA-18だけ活断
層？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
右側から順次力が伝わる。また，図の書き方も疑問。小さい矢印を右下に置いているが，（クリック）本当はこんな感じが正しい



H断層系に関する中電の主張



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本件関連訴訟　静岡地裁で提出した準備書面１




プレゼンター
プレゼンテーションのノート
つまり，近傍の同じ性質の断層が活断層でないことをもって，H断層も活断層でないと主張してきた



浜岡原発

「断層の形態及び性状がA-17断層系とよく類似する敷地付近の白羽断
層及び白浜断層は，いずれも御前崎礫層に変異を与えていることが上
載地層法によって確認された」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
浜岡原発に



結局，活断層と認めた！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
A-17飛ばすのはやはり不可解。そして，



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
A-17女神背斜軸とS-2向斜軸のこの範囲（クリック）は「震源として考慮する活断層」と認めた。
（クリック）ここが浜岡原発



原発敷地はA-17活断層グループの範囲内



活断層評価された「A-17断層」とは

• A-17背斜軸（女神背斜）とS２向斜軸（比木向斜）の褶曲構造によっ
て形成された断層

A-17女神
背斜軸

S−２比木
向斜軸

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Aとはアンチクライン。Sとはシンクラインの略。アクシスが軸なので，アンチクラインアクシスとシンクラインアクシス



原発敷地内を通る比木向斜軸（S−２）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
なんとこの比木向斜軸（シンクラインアクシス）は原発敷地内に。（クリック）軸の周辺・左右が一番割れやすい＝断層が出来やすい。
原子炉はどこにあるかというと（クリック）




隠蔽されてきた事実

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今まで中電が設置許可申請などで出してきてたのは東西方向に伸びるH断層だけ。比木向斜軸があるにもかかわらず褶曲構造の活動による断層は存在していないとされてきていた。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは平成19年に3，4号機耐震設計審査指針の改訂に伴い中電が国に提出した「敷地の地質・地質構造」という資料



S-2比木向斜軸

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そこには東西方向に走るH断層しか記載されておらず（クリック），褶曲構造の活動に伴う南北方向の断層は一本も記載されていない。（赤線K1～k－6は断層ではなく特徴的な地層を示すもの）。これは御前崎の地質構造や比木向斜軸の存在（クリック）からしてどうにもおかしい。実は，



４、５号機直下にA-17断層が存在していた

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
隠蔽がそこにあった



平成２９年２月１７日
第４４３回審査会合
資料

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは平成２９年２月１７日第４４３回原子力発電所の新規性基準適合性に係る審査会合資料
（クリック）矢印。次の矢印で線。平成19年の提出資料にはなかった南北方向の断層が描かれている。
北北西から南南西の走行方向の逆断層が４号機５号機直下に。
共役断層もいくつも見られます。
北の軸が傾いていることに注意。



H断層系は重力滑り

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
褶曲構造の断層とH断層系の地震に関連した危険度を比較する。
H断層は地層が斜めに傾くことにより自重で地滑りして発生。



正断層

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ちなみに離れる力が働くときにできるのが正断層。これは一方が滑り落ちていって形成されます。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
褶曲構造に伴う逆断層とはまさにプレート境界型地震をもたらす，プレート圧縮によって生成される。したがって，褶曲構造はプレートの圧縮力でできて，そこに断層ができる。したがって，この圧縮力は現在まで続いている。したがって，再び活動する可能性が大きい。




逆断層

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
褶曲構造の活動による断層は基本的に逆断層。圧縮力で押されて片側はせり上がり，片方は潜り込む。



A-17断層の連続



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
４号機北端の南北方向の逆断層。よく見ると（クリック）4号機とタービン建屋の断層は連続していると思われる。（クリック）北側　（走行は北北東に２０度くらい）連続している。



原発敷地内では幾つもの断層が隠されてい
た



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
提出資料の写真ではH断層系のみを説明しているが
実際には褶曲構造によって形成されたと考えられる逆断層が多数ある。赤が逆断層，黄色が正断層。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここにはこんなに。逆断層だけで9本。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今の写真はどこかを示したもの。この図では小断層系などとしていますが，根拠なし。斜面まで繋がっています。（クリック）青点線　下も調査すれば伸びている可能性あります。



しかも敷地外は未調査



N

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
原発３、４号機から北北東に位置する敷地外の逆断層を，地質学者塩坂邦雄氏が発見しました。



新発見・原発から６００mの比木向斜逆断層



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
逆断層です。褶曲構造の活動によって生成されるのは逆断層。ぐっと圧力かけられて形成される。





シュード・タキライトもありました



固形物

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地震動により断層に沿って急激なずれ（運動）が生じると、摩擦熱が発生して岩石の一部が溶融する。これが冷却・固結したものである。断層が地震動によって動いたことの証拠となる物質 




逆断層はより危険



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中部電力作成のイラストです。逆断層は突き上げる力が働くため，原子炉建屋のような重量のある建物は自重で壊れる恐れがある。まさにこの写真のとおり。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここに自分で書いてある。耐震設計上のSクラスの建物は、活断層の露頭がない地域に設置することを要求。　小断層？と大断層の区別などありません。



活断層の上にある原子炉はアウト!!



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
緑線はマーカー；中電は小断層，あるいはH断層系が小断層を切っているなどとしてさもH断層系が重要と思わせようとしているが，どちらが危険かは明らか。中電はマーカーの引き方を間違っている。（クリック）本当はA-17が問題



中電の抗弁・H断層がA-１７断層を切っている



切り切られに意味なし

• 先にできた「褶曲構造の活動による断層＝A-17逆断層」が後にでき
た「重力滑りによる断層＝H断層」に切られたとしても，H断層は再び
活動しない（滑らない）。

• しかし，A-17断層は常にかかっているプレートの圧縮力で再び活動
する（ずれる）。

↓
A-17は切られていても再び動く



褶曲構造の活動による逆断層＝A-17

重力滑りによる断層＝H断層

プレート運動によ
る圧縮応力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
①褶曲構造の活動による逆断層が形成
②重力滑りによる断層が形成
③プレート境界型地震の圧縮
④プレート圧縮応力なｄにより逆断層が切られたまま活動する
⑤力の方向性からH断層は動かない。

つまり，切り切られは関係ない。A-17断層のみ活動するがH断層はそれに影響受けない。



結論



• A-17此木断層系の断層については活断層とされている

• 浜岡原発4号機・5号機の直下にA-17此木断層系の活断層が存在
していることが確認された

•不適合＝廃炉

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
A-17此木断層系の断層については活断層とされており、これが浜岡原発４号機・５号機の直下に存在していることから、新規制基準適合性審査において不適合との判定をなされたい。



	原子炉直下に存在していた�活断層�
	御前崎地方の地殻変動
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	御前崎南岸にみられるリニアメント（線状地形）
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	過小評価のための工夫
	スライド番号 16
	本当は？
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	なぜ中電は，原発周辺にある褶曲構造による活断層の存在を矮小化しようとするのか？
	それは浜岡原発敷地内に褶曲構造による活断層が存在していたから
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	H断層系に関する中電の主張
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	「断層の形態及び性状がA-17断層系とよく類似する敷地付近の白羽断層及び白浜断層は，いずれも御前崎礫層に変異を与えていることが上載地層法によって確認された」�
	結局，活断層と認めた！
	スライド番号 30
	原発敷地はA-17活断層グループの範囲内
	活断層評価された「A-17断層」とは
	原発敷地内を通る比木向斜軸（S−２）
	隠蔽されてきた事実
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	４、５号機直下にA-17断層が存在していた
	スライド番号 38
	H断層系は重力滑り
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	A-17断層の連続
	スライド番号 44
	原発敷地内では幾つもの断層が隠されていた
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	しかも敷地外は未調査
	スライド番号 50
	新発見・原発から６００mの比木向斜逆断層
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	シュード・タキライトもありました
	スライド番号 55
	逆断層はより危険
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	活断層の上にある原子炉はアウト!!
	スライド番号 60
	中電の抗弁・H断層がA-１７断層を切っている
	切り切られに意味なし
	スライド番号 63
	結論
	スライド番号 65

